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【
問
い
】 
当
社（
株
式
会
社
）は
、社
長
（
オ
ー

ナ
ー
）
が
百
％
株
式
を
所
有
す
る
同
族
会
社

で
す
。
当
社
株
式
は
、
純
資
産
価
額
に
よ
る

株
価
が
高
く
、
そ
の
た
め
株
式
移
転
も
困
難

な
状
況
で
す
。
純
資
産
価
額
を
引
き
下
げ
る

方
法
は
あ
り
ま
す
か
。

【
答
え
】　

純
資
産
価
額
を
引
き
下
げ
る
方

法
に
は
、
次
の
二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

①
株
式
数
を
変
え
ず
に
純
資
産
の
金
額
を

引
き
下
げ
る
＝
不
動
産
の
取
得
に
よ
り
、

相
続
税
評
価
額
と
取
得
価
額
の
乖
離
を

活
用
す
る
。
た
だ
し
、
三
年
間
は
、
通
常

の
取
引
価
額
に
よ
る
評
価
と
な
る
た
め

三
年
経
過
後
で
な
け
れ
ば
評
価
引
き
下

げ
効
果
は
生
じ
な
い
。

②
株
式
数
を
増
や
し
一
株
あ
た
り
の
純
資

産
の
金
額
を
薄
め
る
＝
従
業
員
持
株
会

へ
の
第
三
者
割
当
増
資
を
配
当
還
元
価

額
で
行
う
。

　

こ
こ
で
は
、
短
期
的
に
効
果
が
生
じ
る
従

業
員
持
株
会
へ
の
第
三
者
割
当
増
資
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

一
、
第
三
者
割
当
増
資

　

第
三
者
割
当
増
資
と
は
、
既
存
株
主
以
外

の
第
三
者
ま
た
は
既
存
株
主
の
う
ち
特
定

の
者
を
対
象
に
新
株
を
割
り
当
て
る
増
資

を
い
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
発
行
価
額
は
時

価
が
原
則
で
す
。
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で

第
三
者
割
当
増
資
を
行
っ
た
場
合
、
引
き
受

け
た
株
主
は
時
価
と
の
差
額
に
つ
い
て
有

利
と
な
る
た
め
、
そ
の
差
額
分
に
つ
い
て
所

得
税
ま
た
は
贈
与
税
の
課
税
が
生
じ
ま
す
。

二
、
従
業
員
持
株
会
へ
第
三
者
割
当
増
資

　

未
上
場
会
社
の
株
式
の
時
価
は
、
会
社
の

支
配
権
を
確
保
し
て
い
る
同
族
株
主
一
族

に
と
っ
て
は
、
会
社
の
実
態
価
値
が
時
価
と

し
て
認
識
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
会
社
の
支

配
権
に
関
係
し
な
い
少
数
株
主
（
従
業
員
な

ど
）
に
と
っ
て
は
、
そ
の
会
社
か
ら
今
後
も

ら
え
る
で
あ
ろ
う
配
当
期
待
価
値
が
株
式

の
時
価
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
相
続
税
の
株
式

評
価
は
、
同
族
株
主
が
取
得
し
た
株
式
は
原

則
的
評
価
方
式
に
よ
り
評
価
し
、
同
族
株
主

以
外
の
株
主
が
取
得
し
た
株
式
は
配
当
還

元
方
式
で
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

し
た
が
っ
て
、
未
上
場
会
社
の
場
合
、
支

配
権
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
従
業
員
持
株

会
に
対
し
て
配
当
還
元
価
額
で
第
三
者
割

当
増
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
商
法

上
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要
で
す
）。

三
、
株
式
評
価
額
の
引
き
下
げ
効
果

　

従
業
員
持
株
会
に
対
し
、
一
株
あ
た
り
配

当
還
元
価
額　

五
百
円
で
二
万
株
第
三
者

割
当
増
資
を
し
た
場
合
に
は
、
一
株
あ
た
り

の
純
資
産
価
額
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。

【
前
提
条
件
】

　

①
一
株
あ
た
り
純
資
産
価
額 

五
千
円

　

②
発
行
済
み
株
式
数 

十
万
株

【
第
三
者
割
当
増
資
後
】

　

①
一
株
あ
た
り
純
資
産
価
額

　
 

四
千
二
百
五
十
円

　

②
発
行
済
み
株
式
数 

十
二
万
株

　

オ
ー
ナ
ー
の
株
式
評
価
額
は
五
億
円
か

ら
四
億
二
千
五
百
万
円
と
な
り
七
千
五
百

万
円
評
価
額
が
下
が
り
ま
す
。

四
、
留  
意  
点

　

従
業
員
に
自
社
株
式
を
持
た
せ
る
こ
と

は
、
従
業
員
の
経
営
参
加
意
識
を
向
上
さ
せ

ま
す
し
、
会
社
に
と
っ
て
も
増
資
に
よ
る
新

た
な
資
金
が
増
え
、
資
金
が
潤
沢
に
な
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
同
族
以
外
の
第
三
者
が
株
主
と

し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
株

主
代
表
訴
訟
の
提
起
が
起
き
や
す
く
な
る

な
ど
の
問
題
点
も
あ
り
ま
す
。

　

会
社
経
営
権
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
株

主
総
会
で
の
特
別
決
議
が
可
能
な
発
行
済

み
株
式
数
の
三
分
の
二
以
上
の
株
式
数
を

所
有
す
べ
き
で
す
の
で
、
余
り
多
く
の
株
式

を
従
業
員
持
株
会
に
割
り
当
て
な
い
よ
う

配
慮
が
必
要
で
す
。
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